
補助金一覧 【平成30年度評価】
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H30-1
島本地域人権協会補
助金

人権文
化セン
ター

●

島本町内における同和問題を
はじめとする様々な人権問題の
速やかな解決を図り、差別のな
い人権尊重のコミュニティの実
現に寄与することを目的とする
島本地域人権協会の運営に対
する補助金。

島本地域人
権協会

1,620

平成３０年度において、島本町人権啓発推進協議会との組織
統合に向けた協議が進められたところであり、今後については
新組織に対し必要な財政支援等を行うことにより、費用対効果
も踏まえより充実した啓発等の事業を実施していただくことが
できると考える。

見直し

人権啓発関係の2団体(地域人権協会・人権啓発推進協議会)が発
展的に改組・統合され、平成31年度から新団体（島本町人権まちづ
くり協会）を発足される運びとなった。統合により一層の効率的・効果
的な事業運営が可能となり、町の人権施策を補完する団体として、
啓発・相談等の実施事業のさらなる充実が期待される。新団体への
補助にあたっては、対象経費・補助額等の明確化や、精算の実施
等、基本ルールを確立されたい。

H30-2
島本町人権啓発推進
協議会運営補助金

人権文
化セン
ター

●

住民の人権意識の普及及び高
揚を図り、あらゆる差別を許さな
い明るい町づくりをめざして活動
している島本町人権啓発推進
協議会の運営経費に充てるた
め。

島本町人権
啓発推進協
議会運営補
助金

589

平成３０年度において、島本地域人権協会との組織統合に向
けた協議が進められたところであり、今後については新組織に
対し必要な財政支援等を行うことにより、費用対効果も踏まえ
より充実した啓発等の事業を実施していただくことができると
考える。

見直し

人権啓発関係の2団体(地域人権協会・人権啓発推進協議会)が発
展的に改組・統合され、平成31年度から新団体（島本町人権まちづ
くり協会）を発足される運びとなった。統合により一層の効率的・効果
的な事業運営が可能となり、町の人権施策を補完する団体として、
啓発・相談等の実施事業のさらなる充実が期待される。新団体への
補助にあたっては、対象経費・補助額等の明確化や、精算の実施
等、基本ルールを確立されたい。

H30-3 自治振興助成金
コミュニ
ティ推進
課

●

体育振興を主眼とした行事等へ
の出場、文化振興を主眼とした
行事等への参加、本町の伝統
や歴史及び文化の発掘と保存
又は継承する事業に対して補助
を行い、自治振興、発展に資す
る。

本町の住民
又は団体

104
自治の振興をより効果的なものとするため、町長への表敬や
表彰、広報への掲載といった手法を検討する。

廃止
大会参加等の費用の助成制度としては令和元年度末をもって終了
することとし、自治振興に係る顕彰等については、表彰・広報等の別
手法での対応を検討されたい。

H30-4
島本町住民委員会補
助金

コミュニ
ティ推進
課

●
住民参加の町づくりを推進し、
地域の発展と住民福祉の向上
を図る。

島本町住民
委員会

270

近年の住民委員会の状況から、町としては提言を求めないこ
ととし、同委員会としても提言活動を終了されることとなった。こ
れに伴い、本補助金は平成30年度をもって廃止となるが、同
委員会はこれまで住民自治の一翼を担ってきたことから、廃止
後には、公益活動に対する公募型の補助制度など、地域コ
ミュニティを支援する新たな制度の検討が必要と考える。

廃止

本事業は、所期の目的を一定達成した。今後は、担当課評価のとお
り、地域の発展や住民福祉の向上のため、住民団体が自主的に取
り組む公益活動を支援する「公募型公益活動補助制度」の導入を検
討されたい。

H30-5
地域住民委員会補助
金

コミュニ
ティ推進
課

●
住民参加の町づくりを推進し、
地域の発展と住民福祉の向上
を図る。

第一～第四
地域住民委
員会

720

近年の住民委員会の状況から、町としては提言を求めないこ
ととし、同委員会としても提言活動を終了されることとなった。こ
れに伴い、本補助金は平成30年度をもって廃止となるが、同
委員会はこれまで住民自治の一翼を担ってきたことから、廃止
後には、公益活動に対する公募型の補助制度など、地域コ
ミュニティを支援する新たな制度の検討が必要と考える。

廃止

本事業は、所期の目的を一定達成した。今後は、担当課評価のとお
り、地域の発展や住民福祉の向上のため、住民団体が自主的に取
り組む公益活動を支援する「公募型公益活動補助制度」の導入を検
討されたい。

H30-6

島本町自治会街頭防
犯カメラ設置事業補助
金

危機管
理室

●

屋外の公共空間で発生する子
どもや女性を対象とした犯罪の
抑止を図るため、自治会が街頭
に防犯カメラを設置する。

防犯カメラを
設置した自
治会

305

防犯カメラを多数設置する必要のある規模の大きい自治会に
ついて、補助できる台数の上限が定められているため、自治
会への負担を考え、諦めざるを得ない状況となっている。大き
い自治会から、自治会での金額負担等の相談が続くようであ
れば、補助対象の台数の上限を引き上げる等見直す必要が
ある。

見直し
町内の防犯環境の充実に寄与する事業である。より効果的に成果を
あげられるよう、財政状況との整合を図りながら対象要件等の見直し
を検討されたい。

H30-7
島本町自主防災組織
補助金

危機管
理室

● ●
防災意識の高揚と自主防災組
織の育成、充実を図り、もって自
主防災体制の確立に資する。

自主防災会 989
地域の防災力（自助・共助）の更なる向上を目指すため、補助
要件の見直しを行い、新規の組織結成を促す。

見直し

地域主体の自主防災の重要性は高まっているが、組織数・加入世
帯数は伸び悩んでいる。新規結成を促すため、補助要件や補助金
算定方法の見直しなど、組織率の向上や組織の強化につながる制
度見直しを検討されたい。
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H30-8
島本町身体障害者福
祉協会補助金

福祉推
進課

●

身体障害者の福祉の増進を図
るため、島本町身体障害者福祉
協会の活動に必要な経費に対
して補助を行う。

島本町身体
障害者福祉
協会

117

障害者福祉の観点から補助は継続して必要であるが、翌年度
繰越金が補助額を大きく上回るなど、一定の見直しが必要で
あると考える。
スポーツレクリエーション大会や街頭啓発などの事業への事
業費補助への転換も考える必要がある。

見直し

当事者活動への支援として障害者福祉の増進に一定の役割を果た
しているが、補助割合が低く・繰越金が多い等の状況を踏まえ、今
後、活動促進の取組とともに、補助額の見直しや精算の実施、事業
費補助化について検討されたい。なお、障害者団体への事業費補
助制度としては、別に「自発的活動支援事業補助金」があることか
ら、事業費補助化の検討に際し、同制度との統合についても併せて
検討されたい。

H30-9
島本町手をつなぐ親の
会補助金

福祉推
進課

●

障害児（者）の福祉の増進を図
るため、島本町手をつなぐ親の
会の活動に必要な経費に対し
て補助を行う。

島本町手を
つなぐ親の
会

81

障害の子をもつ親としての心の拠り所であり、障害福祉の観点
からも引き続き補助が必要と考える。
翌年度繰越金が補助額を大きく上回るなど、一定の見直しが
必要であることから事業補助への転換も考える必要がある。

見直し

当事者活動への支援として障害者福祉の増進に一定の役割を果た
しているが、補助割合が低く・繰越金が多い等の状況を踏まえ、今
後、補助額の見直しや精算の実施、事業費補助化について検討さ
れたい。なお、障害者団体への事業費補助制度としては、別に「自
発的活動支援事業補助金」があることから、事業費補助化の検討に
際し、同制度との統合についても併せて検討されたい。

H30-10 島本町遺族会補助金
福祉推
進課

●

戦没者遺族の福祉の増進を図
るため、島本町遺族会の活動に
必要な経費に対して補助を行
う。

島本町遺族
協会

162
　戦没者遺族団体の活動に寄与するものであり、今後も継続
して補助が必要であると考える。

見直し
戦没者遺族への支援として遺族援護に一定の役割を果たしている。
今後は、他市町村の状況を参考として、補助額の見直しや精算の実
施、事業費補助化について検討されたい。

H30-11
島本町母子寡婦福祉
会補助金

福祉推
進課

●

母子家庭及び寡婦の福祉の増
進を図るため、島本町母子寡婦
福祉会の活動に必要な経費に
対して補助を行う。

島本町母子
寡婦福祉会

90

母子・寡婦の連携や繋がりに寄与するものであり、今後も継続
して補助が必要であると考える。
事業参加への増を促進するためにも事業補助への転換も必
要でないかと考える。

見直し

当事者活動への支援としてひとり親家庭福祉の増進に一定の役割
を果たしているが、繰越金が多い状況を踏まえ、今後、事業参加者
増加などの活動促進の取組とともに、補助額の見直しや精算の実
施、事業費補助化について検討されたい。

H30-12
島本町介護者家族の
会補助金

いきいき
健康課

●
要介護者家族の連携、要介護
者と家族の福祉の増進を図る。

島本町介護
者家族の会

45

認知症高齢者や介護が必要な高齢者が増加しており、介護
者家族のための交流の場は必要であることから、今後も引き続
き補助が必要である。今後は、必要な事業に対する事業費補
助として見直す等の検討が必要だと考える。

見直し

介護者家族への支援として、家族間の交流や支えあいに一定の役
割を果たしているが、繰越金が多い等の状況を踏まえ、今後、補助
額の見直しや精算の実施、事業費補助化について検討されたい。
また、介護者家族は同会の会員以外にも多いことから、今後、会員
増への取組とともに、会員以外の方も参加できる事業の充実につい
ても検討されたい。

H30-13

島本町ひとり暮らし年
長者の会「すみれ会」
補助金

いきいき
健康課

●
ひとり暮らし高齢者の互助、孤
立防止、福祉の増進を図る。

島本町ひとり
暮らし年長
者の会「すみ
れ会」

54

ひとり暮らし高齢者が増加しており、孤立防止の観点等から、
今後も引き続き補助が必要である。団体の事業実施方法の見
直し等を行った上で、事業費補助として見直す等の検討が必
要と考える。

見直し

当事者活動への支援として、ひとり暮らし高齢者の交流や支えあい
等に一定の役割を果たしているが、繰越金が多い・積立金がある等
の状況を踏まえ、今後、補助額の見直しや精算の実施、事業費補助
化について検討されたい。また、ひとり暮らし高齢者は同会の会員
以外にも多いことから、今後、会員増への取組とともに、会員以外の
方も対象とした事業の充実についても検討されたい。

H30-14
島本町既存民間建築
物耐震診断補助金

都市計
画課

●

耐震診断を行うことにより耐震化
を促進するとともに、地震に対す
る安全意識の向上を図り、町内
の地震による人的及び経済的な
被害の軽減を図ること。

申請者 45

平成29年度以降、木造住宅耐震診断については、本補助金
(一般診断)より平成23年度から実施している耐震診断派遣制
度を利用する方が多いため、本補助金は縮減の上維持し、令
和2年度以降は耐震診断派遣制度に基づく委託料の増額を
検討したい。

見直し

防災上の観点から必要性は高いが、予算に比して申請件数が少な
い状況である。今後は、担当課評価にあるとおり、別の耐震診断派
遣制度(委託料)への配分変更を行うなど、耐震診断を促進し計画目
標を達成するために必要な見直しを図られたい。
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H30-15
島本町既存木造住宅
耐震改修等補助金

都市計
画課

●

町内の木造住宅の耐震改修工
事及び除却工事を促進し、もっ
て町内の地震による人的及び経
済的な被害の軽減を図ること。

申請者 1,800
補助対象要件の確認として、現行の資産上限（１，０００万円以
下）の設定が適切かどうか、所得証明書の提出など他の方法
の検討を行う。

見直し

防災上の観点から必要性は高い。より効果的に住宅の耐震改修を
促進し、目標達成できるよう、必要な見直しを検討されたい。
ただし、「町独自の上乗せ補助部分」については、安易に継続・拡充
するのではなく、利用状況や計画目標達成状況などの効果検証を
踏まえ、助成内容や期間を精査されたい。

H30-16

淀川右岸水防事務組
合島本分団運営補助
金

都市整備
課

●

洪水又は高潮に対し、水害を警
戒し又は防御し、これによる被
害を軽減するために活動する淀
川右岸水防事務組合島本分団
に対し補助金交付するもの。

淀川右岸水
防事務組合
島本分団

0

島本分団においては淀川右岸水防事務組合の活動として、
水防活動に従事していただいており、島本分団の水防技術向
上に必要な研修を実施した際に補助しているが、研修を行わ
ない年度も多い。
また、本町から淀川右岸水防事務組合へも運営負担金を支
出しているため、研修等の目的である当該補助金以外にも当
該組合から分団に水防訓練等、運営面からの支給もされてい
ることや、他市においても、研修目的の補助が実施されていな
いことから、分団と調整の上、廃止に向け検討を行う。

廃止
担当課評価にあるとおり、他でも運営負担金を支出しているが、他
市の状況等を踏まえ、研修に係る当該助成については、廃止に向
け検討されたい。

H30-17
島本町にぎわい創造
事業補助金

にぎわい
創造課

●

まちの活性化やにぎわいづくり
のために、住民団体等が自発的
に実施する事業に対し、町が補
助金を交付する。

審査の結
果、補助採
択された団
体

65
行財政改革プランの中で、新たな公募型補助金交付制度を
検討していくこととなったため、整理・統合をコミュニティ推進課
と連携を図り対応していく。

見直し
まちの活性化やにぎわいづくりに資する制度であるが、現在、住民
活動に対する「公募型公益活動補助制度」の導入が検討されている
ことから、同制度との統合を視野に、制度の見直しを検討されたい。

H30-18

しまもと環境・未来ネッ
ト（島本町環境基本計
画推進活動）補助金

環境課 ●

島本町環境基本計画を推進す
る。（島本町環境基本計画Ｐ．６
４第１節推進体制の「（仮称）しま
もと環境住民会議」）

しまもと環
境・未来ネッ
ト（島本町環
境基本計画
推進活動）

400

当該団体は環境基本計画を推進するための住民団体として
町が設立を促した団体であり、環境基本計画の推進体制とし
て組み込まれている。そのため、環境基本計画の計画期間で
ある令和6年度までは現行のまま補助を継続することが望まし
い。

見直し

環境基本計画を推進する役割を持った団体であり、環境学習・啓発
等を行うことで、町施策を補完している。今後は、事業費補助への転
換を検討されたい。また、組織体制の強化等により、事業委託への
転換等も期待される。

H30-19
島本町教育研究会補
助金

教育推進
課

●

島本町公立学校の教職員で組
織される教育研究団体に対し、
町が補助金を交付することによ
り、教職員の研究活動を促進
し、もって町全体における学校
教育の質の向上を図ることを目
的とする。

島本町教育
研究会

225

研修参加や授業研究は、教職員の資質向上のためには必須
であり、単年度での効果測定や数値化は難しい。しかしなが
ら、島本町で採用された教職員が本町で研究を進めることが
でき、成長をしていく母体となっていることから研修の機会を確
保していくべきものである。

見直し
教職員の研究活動への支援であり、町の教育施策を補完し、教育
の質の向上に果たす役割は大きい。今後は、事業費補助化につい
て検討されたい。

H30-20
島本町在日外国人教
育研究協議会補助金

教育推進
課

●

島本町公立学校の教職員で組
織される教育研究団体に対し、
町が補助金を交付することによ
り、教職員の研究活動を促進
し、もって町全体における学校
教育の質の向上を図ることを目
的とする。

島本町在日
外国人教育
研究協議会

88

研修参加や授業研究は、教職員の資質向上のためには必須
であり、単年度での効果測定や数値化は難しい。しかしなが
ら、島本町で採用された教職員が本町で研究を進めることが
でき、成長をしていく母体となっていることから研修の機会を確
保していくべきものである。

見直し

教職員の研究活動への支援であり、町の教育施策を補完し、教育
の質の向上に果たす役割は大きい。今後は、事務の効率化等のた
め、島本町人権教育研究協議会補助金との一元化や事業費補助
化について検討されたい。

H30-21
島本町人権教育研究
協議会補助金

教育推進
課

●

島本町公立学校の教職員で組
織される教育研究団体に対し、
町が補助金を交付することによ
り、教職員の研究活動を促進
し、もって町全体における学校
教育の質の向上を図ることを目
的とする。

島本町人権
教育研究協
議会

329

研修参加や授業研究は、教職員の資質向上のためには必須
であり、単年度での効果測定や数値化は難しい。しかしなが
ら、島本町で採用された教職員が本町で研究を進めることが
でき、成長をしていく母体となっていることから研修の機会を確
保していくべきものである。

見直し

教職員の研究活動への支援であり、町の教育施策を補完し、教育
の質の向上に果たす役割は大きい。今後は、事務の効率化等のた
め、島本町在日外国人教育研究協議会補助金との一元化や事業
費補助化について検討されたい。

H30-22

島本町立小・中学校教
職員研修・研究及び特
色ある学校づくり推進
委員会補助金

教育総務
課

●

教職員の研究活動を促進すると
ともに、本町の特色ある学校づく
りの推進を図ること及び島本町
立中学校に在籍する生徒の実
用英語技能検定３級受験を奨
励することを目的とする。

島本町立小・
中学校教職
員研修・研究
及び特色あ
る学校づくり
推進委員会

2,043

教職員の研修や学校運営に係る経費については経常予算に
計上する。ただし、中学校生徒への実用英語技能検定受験
料補助については従来通り継続して行うこととし、補助金交付
要綱等の改正を進める。

見直し
担当課評価のとおり、経常予算への変更等の見直しを行い、平成31
年度からは英語検定に係る受験料補助のみ事業費補助として継続
することとなった。今後も効果を検証しながら、適切に実施されたい。
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H30-23
島本町ＰＴＡ連絡協議
会補助金

生涯学習
課

●

本町の教育の発展や児童生徒
の生活指導・福祉の推進を図る
ことを目的とする活動を支援す
る。

島本町ＰＴＡ
連絡協議会

27

教育の発展や児童生徒の生活指導・福祉の推進を図るため
に必要なものと認識しているが、その一方で現状の運営費補
助については在り方に課題を有していることから、現行制度を
見直し、事業費補助の導入又は廃止も含め検討するべきであ
る。

見直し

保護者には学校教育に積極的に協力いただいており、教育振興に
寄与しているが、交付額が少額・補助割合も低い等の状況を踏ま
え、他市町村の状況も参考として、事業費補助化または廃止も含め
た検討を進められたい。

H30-24

大阪府ＰＴＡ協議会補
助金
（島本町ＰＴＡ連絡協議
会負担金助成）

生涯学習
課

●

本町の教育の発展や児童生徒
の生活指導・福祉の推進を図る
ことを目的とする活動を支援す
る。

島本町ＰＴＡ
連絡協議会

71
教育の発展や児童生徒の生活指導・福祉の推進を図るため
に必要なものと認識しているが、他市町村における状況も踏ま
えて、廃止も視野に入れ検討する。

見直し
ＰＴＡ活動の必要性は十分認識するが、大阪府PTA協議会への負
担金への助成については、他市町村の状況等も踏まえ、廃止も視
野に見直しを検討されたい。

H30-25
島本町こども会育成連
絡協議会補助金

生涯学習
課

●
こども会活動の支援とこども達の
福祉の増進を目的とした活動を
支援する。

島本町こども
会育成連絡
協議会

180

こども会活動の支援とこども達の福祉の推進を図るために必
要なものと認識しているが、その一方で現状の運営費補助に
ついては在り方に課題を有していることから、現行制度を見直
し、事業費補助の導入を検討するべきである。しかしながら、
構成団体及び構成人員数の減少により、組織が弱体化してき
ており、活動が縮小傾向にあることから、一定の配慮は必要か
と思われる。

見直し

青少年の健全育成に寄与していただいている側面がある一方で、構
成団体・人数の減少など活動縮小の課題も抱える。今後は、事業費
補助への転換も含め、こども会活動の活性化に向けた事業の見直し
を検討されたい。

H30-26
島本町青少年協会補
助金

生涯学習
課

●
各種青少年活動等を通して青
少年の健全育成を図る活動を
支援する。

島本町青少
年協会

180

各種青少年活動等を通して青少年の健全育成を図るために
必要なものと認識しているが、その一方で現状の運営費補助
については在り方に課題を有していることから、現行制度を見
直し、事業費補助の導入を検討するべきである。

見直し
青少年の健全育成に一定の役割を果たしているが、事業が限定さ
れていることや補助割合が低い等の状況を踏まえ、公募型も含めた
事業費補助への転換など、事業の見直しを検討されたい。

H30-27
島本町文化協会補助
金

生涯学習
課

●

文化活動の活性化による文化
の向上や住民参加の拡大を図
ることを目的とする活動を支援
する。

島本町文化
協会

153

文化活動の活性化による文化の向上や住民参加の拡大のた
めに必要なものと認識しているが、その一方で現状の運営費
補助については在り方に課題を有していることから、現行制度
を見直し、事業費補助の導入を検討するべきである。

見直し
文化活動の活性化による文化の向上に一定の役割を果たしている
が、より効率的・効果的に活動支援を行うため、事業費補助への転
換を検討されたい。

H30-28 島本音楽協会補助金 生涯学習
課

●
音楽による情操教育も含め、音
楽文化の向上を図る活動を支
援する。

島本音楽協
会

45

音楽による情操教育も含め、音楽文化の向上を図るために必
要なものと認識しているが、その一方で現状の運営費補助に
ついては在り方に課題を有していることから、現行制度を見直
し、事業費補助の導入を検討するべきである。

見直し

開催するコンサートの参加者数は多く、音楽文化の向上に寄与して
いる。一方、補助割合は低く、積立金もあり、自立度は高い。公金の
投入がなくとも運営可能と思われることから、今後は自立化し、事業
内容に応じて公募型補助制度を活用していただく方向で検討された
い。

H30-29
島本町少年野球協議
会補助金

生涯学習
課

●
少年野球活動の推進と健全な
心身の育成を目的とした活動を
支援する。

島本町少年
野球協議会

90

少年野球活動の推進と健全な心身の育成のために必要なも
のと認識しているが、その一方で現状の運営費補助について
は在り方に課題を有していることから、現行制度を見直し、事
業費補助の導入を検討するべきである。

見直し
効果が団体限定的であり、他種スポーツ団体との均衡を保つ必要が
あるため、公募型も含めた事業費補助への転換を検討されたい。

H30-30
島本町体育協会補助
金

生涯学習
課

●
地域住民の体力推進とスポーツ
の普及を目的とした活動を支援
する。

島本町体育
協会

180

地域住民の体力増進とスポーツの普及のために必要なものと
認識しているが、その一方で現状の運営費補助については在
り方に課題を有していることから、現行制度を見直し、事業費
補助の導入を検討するべきである。

見直し
スポーツ振興に寄与しているが、補助割合が低い状況である。今後
も特に公的支援を行う必要がある事業に対しては、事業費補助によ
る実施を検討されたい。

7 1 7 16 0 11,067計
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